
一 般 質 問 ＜ 個 人 ＞ 発 言 通 告 書

令和７年５月２６日

長久手市議会議長 殿

長久手市議会議員 水野勝康

会議規則第５９条第２項の規定により下記のとおり通告します。

受
付
個 人 質 問 第 号

令和 年 月 日 時 分

質 問 事 項 及 び 要 旨 備考

１

今後の市役所庁舎について

市役所新庁舎の整備については平成一桁の時代から様々

な話が出ていたが、本年１月に整備の検討状況について全

議員に説明が行われ、新庁舎整備の判断を当面見送るとい

う市長の意向が明らかになった。今後の市役所庁舎につい

て伺う。

⑴ 新庁舎整備に関する議論は３０年以上前の平成一桁の

時代からなされていたが、今日まで新庁舎整備に着手す

ることができなかった理由をどのように考えているか。

⑵ 当面は現庁舎を使い続けるということだが、現庁舎を

使い続けることについてどのような問題があると考えて

いるか。

⑶ 令和７年第１回定例会における答弁は、新庁舎整備事

業は従前検討してきたことを一旦凍結し、整備事業を再

開する時は従前検討してきたことは白紙にはならず、検

討の基礎として活用されるというものであった。しかし

ながら、事業再開があまりにも先になるのでは、前提条

件が大きく変わり、従前検討してきたものが役に立たな

くなることも考えられる。従前検討してきたものの「賞

味期限」はどの程度であると考えるか。

⑷ 令和７年第１回定例会における答弁では、基金・社会

情勢の変化・民間資金の活用状況を考慮するということ

であった。基金は積み増しするための余剰資金が必要で



あり、社会情勢や民間資金は相手のあることで長久手市

だけでどうなるものでもない。５年先１０年先の再開と

いうこともあり得るのか。

⑸ 新庁舎整備自体がこのまま立ち消えになり、恒久的に

現庁舎を使用し続けることについてはどのように考える

か。

⑹ 新庁舎整備事業の休止中に現在の庁舎が災害等で使用

できなくなる事態が発生した場合、市役所の機能をどの

ように維持するのか。

⑺ 新庁舎は整備に着手したとしても、完成までは１０年

から１５年程度かかることが見込まれる。凍結期間も考

えると、新庁舎の完成は相当先になる可能性がある。佐

藤市長は自身の在任中に新庁舎について最終決定するの

か。それとも、立地も含めて次の市長に委ねたほうがよ

いと考えているのか。

２

こども条例の制定作業について

佐藤市長はこども条例の制定を公約として当選し、こど

も会議を設置して条例制定作業に着手している。一方で、

令和７年第１回定例会において予算修正案が可決されてい

るが、条例の性質が未だ明らかにされていないことにその

一因があると言わざるを得ない。こども条例の制定作業に

ついて伺う。

⑴ 条例制定作業の進捗状況はどのようか。

⑵ こども会議での話し合いはどのように進めているの

か。

⑶ こども会議における話し合いの中で、条例についてど

のような課題が見えてきたか。

⑷ 今後の制定作業の見通しはどのように考えているか。

⑸ 令和７年第１回定例会において、こども条例の制定作

業に関する予算は減額修正された予算が可決されてい

る。減額修正による影響はどのようか。

⑹ こども条例の性質については、理念型条例になる方向

なのか。それとも市として何らかの具体的な対応を行う

条例になる方向なのか。

３

小中学校における空調設置の課題について

酷暑が常態化している現状では、空調の有無は快適性の

話ではなく、命にかかわる問題となっている。にもかかわ

らず、心身の発達が十分とは言えない子供たちが日常生活



を送る小中学校への空調設置を求める声に対し、本市の対

応は周辺自治体の対応と比較して迅速とは言い難いもので

ある。小中学校における空調設置の課題について伺う。

⑴ 小中学校の教室に対する空調は設置されたが、これを

決定した過程について、どのように評価しているか。

⑵ 小中学校の体育館に対する空調設置は、かねてより多

くの市民が求めているところだが、ようやく令和７年度

予算に中学校体育館に対する関係予算が計上された。他

市町に比べて対応が遅いという声は少なくない。これを

どのように考えているか。

⑶ 令和７年度予算に中学校体育館に対する関係予算が計

上されたが、小学校体育館に関しては中学校の後とな

る。中学校を優先したのはどのような理由によるのか。

⑷ 体育館に空調が設置されるまでは、どのように対応す

るのか。

４

自治体におけるハラスメント条例制定の動きについて

人権侵害であるハラスメントへの対応について、基礎自

治体レベルでも様々な動きがある。近隣自治体としては、

豊明市がハラスメント防止条例を制定した。こうした動き

について、本市の認識を伺う。

⑴ ハラスメント防止のための条例を基礎自治体が制定す

ることについて、どのように評価するか。

⑵ 本市におけるハラスメント防止条例の必要性につい

て、現時点でどのように考えているか。

５

本市における高層マンション建設について

本市における住宅は、従前は戸建て住宅や低層の集合住

宅が中心であったが、最近は大規模な高層マンションも増

えている。高層マンションの建設について、本市の認識を

伺う。

⑴ 高層マンションが建設されると、どのような問題が生

じると考えているか。

⑵ 高層マンションが建設される場合、周辺住民の住環境

が影響を受ける一方で、人口は増加することが見込まれ

る。高層マンションが増加することについて、どのよう

に考えているか。


